
1.1 都民QoLの向上への貢献
・プロジェクト内容が都民、区市町村、大学等の研究機関で顕在化している課題に取り組むものであり、社会的意義があるか。
・プロジェクト実施中のプロセスや成果を通じて、具体的にどのような形で都民QoLの向上に寄与するか、還元方法が明示されているか。

1.2 取得データのビジネス活用への貢献
・事業者等が内容面の観点から、利用したくなるようなデータベースになっているか。
・事業者等が利便性の観点から、利用したくなるようなデータベースになっているか。
・事業者等がデータベースを利用して、新たなサービスを創出出来る実現性が明示されているか。
・都民がデータ提供したくなるしかけがあるか。

2.1 事業に関するこれまでの取り組み
・最終的に創出を目指す事業の事業化に向けて、これまでに事業関係者間で実質的なウェルネスデータを使った取り組みが実行されており、それが
示されているか。
・最終的に創出を目指す事業において提供を考えているサービスの有効性や市場性を示す成果が、これまでの取り組みを通じて得られているか。
・今回の提案が、これまでのウェルネスデータを使った取り組みの成果を踏まえた連動性のある内容となっているか。

2.2 事業における課題
・最終的に創出を目指す事業を実施する上での課題認識が的確であり、それが示されているか。具体的には、以下A）、B）が明確に示されている
か。
　A）最終的に創出を目指す事業における「事業性に関わる課題」が的確であり、当該課題に対する現時点の解決方針は実現性の高いものであるか。
　B）個人情報を含むデータを取り扱う上での課題がある場合は、当該課題についての課題認識が的確になされているか。

2.3 事業の実施内容
・事業の視点・方針が明確に示され、事業方針と整合した全体スキームが構築されているか。
・全体スキームを構成する各項目の実施内容が具体的かつ詳細に示されており、かつその内容が実現可能なものとなっているか。
・事業内容に新規性・独創性等を有しており、データベースを活用した市場創出に対して新たな可能性を提示できているか。特に、既存の取り組み
との違いを明確に示されているか。

2.4 データの取り扱い
・想定するデータ取得範囲が明確に示されているか。特に、既存データと新規取得データを明確に区別出来ているか。
・事業目的と照らし合わせて、取扱うデータ種別・数が適切であることが明確に示されているか。
・データ提供先とのデータ提供に関する合意があるか。
・扱うデータごとに（新規取得するデータと既取得データ）同意取得方法が明確に示されているか。
・個人情報を含むデータを扱う場合に、その管理を適切に行うことが出来る仕組み及び体制が明確に示されているか。

2.5 事業の実施方法
・効率的・効果的かつ実現可能な実施方法が選択され提案されているか。
・実施方法について、事業の目的を効率的かつ効果的に達成するために具体的な創意工夫が図られているか。

2.6 事業化計画
・事業主体及び連携先とその役割分担が明確であるか。
・構築された基盤を活用した事業化までのアクションプラン・収支計画に具体性・実現性が伴っているか。
・事業化計画における本事業の位置づけが明確であるか。

3.1 期待される成果とその波及効果
・事業の実施により、どのような基盤が構築され、何が実現できるのか等の具体的な成果の活用方法が提示できており、その内容が市場創出に繋が
る内容となっているか。
・特に、事業者が利用し続けたくなるようなデータベースになっているか。
・データ種別や種類を長期的に発展させられる仕組みになっているか。
・他の取り組みとの違いが明示されているか。（或いは競合がないことが示されているか）

3.2 実施スケジュール
・事業期間内に、遅滞なく事業遂行可能なスケジュールが提案となっているか。
・実施項目が時系列で具体的に整理されており、より良い成果を得る上で必要十分な期間設定がなされているか。
・マイルストンが適切に設定されているか。
・設定されたマイルストンに対して、推進上不可能なスケジュールが示されていないか。
・本年度だけでなく、3ヵ年での事業計画が明確に示されているか。

4.1 実施体制・役割
・事業を円滑に遂行可能な人員が確保されているか。
・事業を実施するために必要と想定される主体が明確に示されているか。
・上記主体が参画しているか。
・参加主体の役割が明確に示されているか。
・過去にウェルネスデータを活用した取組を実施した実績を有した主体、メンバーが参画しているか。

4.2 法令遵守
・法的な観点からのチェックが自助的に行える体制となっているか。
・個人情報、機密情報、記録媒体の保管及び管理体制が明確に示されているか。

4.3 個人情報保護方針
・本事業において取得する個人情報保護の対象と考えられる情報が整理されているか。
・本事業において取得する個人情報等を必要な事業者間で共有する際の、具体的な情報項目の提示や個人からの同意等を得る仕組みが提示されてい
るか。
・個人情報保護方針が規定され、個人情報を保護するための取組み及び漏洩した場合の対策・運用方法等が示されているか。

4.4 倫理面での担保
・最終的なサービスとして、介入サービスを想定する場合、倫理的な観点から審査できる体制が整っているか。
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